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定款一部変更及び補欠監査役の選任に関するお知らせ 

 
当社は、平成29年12月12日開催の取締役会において、「定款の一部変更の件」及び「補欠監査役

１名選任の件」を、平成30年１月30日開催の第50回定時株主総会に付議することを決議いたしま

したので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

１．定款一部変更の件 

(1) 変更の理由 

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役に関する規定を新設して、

補欠監査役の選任決議の有効期間を定めるとともに、補欠監査役が監査役に就任した場合の任期

を明確にするものであります。 

 

 (2) 変更の内容 

     変更の内容は次のとおりであります。 

（下線部分は変更箇所を示しております。） 

現 行 定 款 変 更 案 

 

第５章 監査役及び監査役会 

 

第28条 （条文省略） 

 

（選任方法） 

第 29 条 （条文省略） 

  ２ （条文省略） 

（新 設） 

 

 

 

 

（新 設） 

 

第５章 監査役及び監査役会 

 

第28条 （条文省略） 

 

（選任方法） 

第 29 条 （現行どおり） 

  ２ （現行どおり） 

  ３ 当会社は、会社法第329条第３項の規定に 

基づき、法令に定める監査役の員数を欠 

くこととなる場合に備えて、株主総会に 

おいて補欠監査役を選任することができ 

る。 

  ４ 前項の補欠監査役の選任に係る決議が効力 

を有する期間は、当該決議後４年以内に終 

了する事業年度のうち最終のものに関する 

定時株主総会の開始の時までとする。 
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現 行 定 款 変 更 案 

 

（任期） 

第 30 条 （条文省略） 

  ２ 任期の満了前に退任した監査役の補

欠として選任された監査役の任期は、

退任した監査役の任期の満了する時

までとする。 

 

 

 

（任期） 

第 30 条 （現行どおり） 

２ 任期の満了前に退任した監査役の補欠と

して選任された監査役及び会社法第329条

第３項に基づき前条第３項により選任さ

れた監査役の任期は、退任した監査役の任

期の満了する時までとする。 

 

 

(3) 日程 

定款変更のための株主総会開催日 

定款変更の効力発生日 

平成30年１月30日（予定） 

平成30年１月31日（予定） 

 

２．補欠監査役１名選任の件 

(1) 補欠監査役選任の理由 

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、あらかじめ補欠監査役１名を選任す

るものであります。本議案は、上記「定款一部変更の件」が承認可決されることを条件としてお

ります。なお、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。 

 

(2) 補欠監査役候補者 

氏  名 

（生年月日） 
略歴、地位及び重要な兼職の状況 

 

 

今
いま

 村
むら

 昭
あき

 文
ふみ

 
 

(昭和28年4月18日) 

 

社外監査役 

独立役員 

昭和57年4月 

平成 元年4月 

平成15年5月 

平成17年6月 

平成23年6月 

 

平成28年6月 

弁護士登録 

あたご法律事務所 弁護士 

グリーンヒル法律特許事務所 弁護士（現任） 

JBCCホールディングス㈱監査役 

伊藤ハム㈱（現 伊藤ハム米久ホールディングス㈱） 

監査役（現任） 

JBCCホールディングス㈱ 

取締役（監査等委員・社外）（現任） 

 

（重要な兼職の状況） 

グリーンヒル法律特許事務所 弁護士（現任） 

伊藤ハム米久ホールディングス㈱ 監査役（現任） 

JBCCホールディングス㈱ 取締役（監査等委員・社外）（現任） 

(注) 1. 補欠監査役候補者と当社との間には特別な利害関係はありません。 

 2. 補欠監査役候補者は、現在、当社の顧問弁護士であります。 

 3. 今村昭文氏は、補欠の社外監査役候補者であり、社外監査役２名の補欠として選任するもの

であります。 

 4. 今村昭文氏が社外監査役に就任された場合、当社は同氏との間で会社法第427条第１項の規

定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定でありま

す。なお、当該契約に基づく損害賠償限度額は、同法第425条第１項に定める額としており

ます。 

 

以 上 


